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介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付事業 

＜修学資金の概要＞ 

区  分 内        容 

貸付対象者 

 長野県に住民登録をしており、県内外の次の養成施設に入 

学している学生、または長野県に住民登録をしていないが県 

内の次の養成施設に入学している学生で、卒業後、県内で介 

護等の業務に従事しようとする方 

 ・介護福祉士養成施設（１年課程） 

 ・介護福祉士養成施設（２年以上課程） 

 ・社会福祉士一般養成施設（１年以上課程）（注１） 

 ・社会福祉士短期養成施設（６月以上課程）（注２） 

（注１，２）福祉系大学・短大は対象外です。 

貸 付 額 

① 月額５０，０００円以内 

②入学準備金２００，０００円以内（初回に限る。） 

③就職準備金２００，０００円以内（最終回に限る。） 

④国家試験受験対策費用４０，０００円以内（介護福祉士養成

施設の卒業年度に限る。） 

⑤生活費加算（生活保護受給世帯等に限り貸付規程別表に  

 掲げる額以内） 

貸 付 期 間 養成施設に在学している間 

返 還 免 除 

養成施設を卒業の日から１年以内に、介護福祉士または社会

福祉士の登録をし、長野県内において、介護または相談援助の

業務に従事し、以後原則５年間（過疎地等については３年間）
（注3）引き続き当該業務に従事した場合に貸付を受けた全額が返

還免除されます。 

（注３） 

５年：在職期間が通算 1,825 日以上であり、かつ、業務に従事した期

間が 900 日以上（月換算：月 15 日以上の勤務が必要となります。） 

３年：在職期間が通算 1,095 日以上であり、かつ、業務に従事した期

間が 540 日以上（月換算：月 15 日以上の勤務が必要となります。） 

※ただし、上記条件を満たさない方は返還となります。 

利   子 無利子  

※詳細は貸付規程に記載されております。 

お申込みにあたり、必ずお読みいただきますようお願いします。 
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 修学資金の申込みについて  

【申込方法】 

修学資金貸付の申込みは、在学する養成施設を通して行います。 

  なお、この貸付制度と、国の補助金が含まれている他の奨学金や制度との併給・併

用はできません。（例：生活福祉資金の教育支援資金、職業訓練受講給付金、求職者

支援制度など） 

  ※高等教育の修学支援新制度との併給・併用の可否については、２3ページをご覧

ください。 
 

【申込時の提出書類】 

１ 修学資金等貸付申請書（様式第１号） 

（1） 貸付希望種別の介護福祉士もしくは社会福祉士を○で選択してください。 

（2） 在学する養成施設名、学科・専攻、学年、入学年月等を記入してください。 

（3） 該当する通学区分に○をし、居住している住所を記入してください。 

（4）貸付額、入学準備金及び就職準備金の希望額を記載してください。 

介護福祉士修学資金貸付申請者のみ、国家試験受験対策費用の希望額を記載し

てください。 

（5）生活費加算については、申請する場合は「申請します。」を○で囲み、期間及 

び貸付額は記入しないでください。ただし、生活費加算については、貸付申請 

時（養成施設に入学する時点）で生活保護受給世帯またはこれに準ずる経済状 

況にあると認める世帯の方のみ申請をすることができます。 

（6）家族の状況については、同一生計の家族全員を記載してください。（扶養して 

  いる祖父母も記入） 

 

 

２ 添付書類 

（1） 収入に関する証明書 

    本人の父母又はこれに代わって家計を支えている方の最新の所得・課税・扶養

のすべてがわかる証明書 

（2） 住民票（同一生計家族全員） 

（3） 第１期申請者：高等学校長の推薦状（様式第２号の２） 

    第２期申請者：養成施設長の推薦状（様式第２号） 

※第２期申請者は、卒業した高等学校が発行する調査書（卒業時発行のものに限る）等で

代替可能です。 

（4） 生活保護受給世帯等の方の場合は、上記の他に生活保護受給証明書または非課

税証明書 
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【募集期間】 ※令和８年度入学生の募集となります。 

第１期：令和７年１２月１日から１２月２８日（必着）までの間 

第２期：実施予定（期間調整中） 

 （第１期で申請書を提出した方は、第２期の申請はできません） 

 

【貸付の決定時期】 

選考委員会において審査のうえ、令和８年６月頃に決定となる予定です。 

結果については養成施設を経由して通知します。（全体スケジュールは次頁参照） 

 

【決定後の提出書類】 

１ 修学資金等振込依頼及び連帯保証人届（様式第５号） 

（1）ゆうちょ銀行への振込みの場合には、振込口座番号及び支店名について、通 

   帳を確認もしくはゆうちょ銀行へ確認をしてください。 

   ※支店名の記載がない場合、振込を行うことができませんので、必ず記載を

お願いします。 

（2）連帯保証人１名を選任してください。 

  （3）学生が未成年者の場合、連帯保証人は法定代理人（親権者、未成年後見人等）

としてください。 

     ※学生が成年者であっても、２０歳未満の方の連帯保証人は両親のどちらか

であることが望ましい。 

（4）法定代理人以外の連帯保証人は、独立の生計を営み（配偶者不可）、相応の 

資力を有する身元の確実な成年者（市町村の住民税が課税されている者）とし

てください。 

（5）連帯保証人は、「修学資金等振込依頼及び連帯保証人届」に押印した印鑑登 

   録証明書を添付してください。 

（6）連帯保証人は、学生と連帯して債務を負担していただきます。 

（7）連帯保証人は、相応の資力を有することを証明する最新の書類（市町村が発 

行する所得・課税・扶養のすべてがわかる証明書）を添付してください。ただ 

し、「修学資金等貸付申請書」（様式第１号）に添付した方は提出不要です。 

なお、連帯保証人が法人の場合、添付書類は以下の通りです。 

・登記事項証明書(発効後３ヶ月以内のもの) 

・印鑑証明書 

・直近年度の決算書の写し(貸借対照表及び事業活動収支計算書) 

・法人としての決定が確認できる書類(法人理事会議事録・取締役会議事録の 

写し)又は決定の根拠となる内部規定や定款等 

 

２ 誓約書（様式第６号） 
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【貸付方法】 

１年間の貸付額を４回に分け、四半期（３ヶ月）ごとの最初の月に振込みます。 

ただし、貸付初年度につきましては、申込み及び選考等の事務手続上、７月中旬 

頃に入学準備金を含めた６ヶ月分の修学資金を振込む予定です。 

 

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

全体スケジュール

入学準備金

学費  
４〜９⽉分

入学準備金、学費（初回）振込時期

第１期
募集期間
12/1〜
12/28

第２期
募集期間
実施予定
（調整中）

振込依頼及び
連帯保証人届、
誓約書
提出期限

振
込

仮
決
定 入

学

本
決
定

選考委員会 審査
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 貸付契約の解除及び返還について  

【貸付契約の解除】 

貸付を受けている者（以下「被貸付者」という。）が、次の各号に該当した場合、 

または、貸付契約の解除を申し出たときには、契約を解除します。 

（1）不正の手段により貸付の決定を受けていたとき。 

（2）貸付に必要な書類の提出が滞ったとき。 

（3）退学したとき。 

（4）心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったとき。 

（5）学業成績が著しく不良になったとき。 

（6）死亡したとき。 

（7）修学資金等貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

（8）その他貸付規程に違反したとき。 

 

【貸付金額の返還】 

１ 被貸付者が、次の各号に該当する場合（他種の養成施設等における修学、災害、疾

病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。）は、貸付を受けた期間の

２倍に相当する期間内（実務者研修受講資金及び再就職準備金については１年以

内）に、修学資金等を返還していただきます。 

（1）貸付契約が解除されたとき。 

（2） 養成施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士・社会福祉士の登録をしない、 

または県内において返還免除対象業務に従事しなかったとき。 

（3）県内において返還免除対象業務または介護職員等の業務に従事する意思を有し 

なくなったとき。 

（4）業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなっ 

たとき。 

２ 修学資金等を返還する方は、その事由が発生した日から１４日以内に「修学資金等

返還届」（様式第８号）を理事長に提出して下さい。 

３ 返還期限までに返還できなかったときは、その翌日から年３％の割合の延滞利息を

徴収します。 
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 申請及び届出の提出書類  

 １ 修学資金等返還免除申請書（様式第９号） 

    所定の期間就業後、被貸付者が修学資金等の返還免除を受けようとする場合に、 

必要な書類と併せて提出をしてください。 

 

 ２ 修学資金等返還猶予申請書（様式第１０号） 

    被貸付者が次の各号に該当する場合に、提出をしてください。 

（1）修学資金等の貸付契約が解除された後も引き続き貸付決定時に在学していた 

養成施設に在学しているとき。 

（2）貸付決定時に在学していた養成施設等を卒業後、更に他種の養成施設等にお 

いて修学しているとき。 

（3）養成施設等を卒業した日（介護福祉士実務者研修施設にあっては、卒業した 

日または介護等の業務に従事する期間が３年に達した日のいずれか遅い日） 

から、１年以内に県内において介護等の業務に従事しているとき。 

（4）災害、疾病、負傷、その他やむを得ない理由（産前産後休業、育児休業等） 

により、県内の介護等の業務に従事できないとき。 

 

３ 休学（停学・復学・退学・卒業）届・修学資金等辞退届（様式第１１号） 

被貸付者または連帯保証人は、被貸付者が休学、停学、復学、退学もしくは卒

業したとき、または修学資金等の貸付を辞退するときは、遅滞なく届け出てくだ

さい。 

 

 ４ 異動（貸付変更）届（様式第１２号） 

    被貸付者または連帯保証人は、本人の氏名、住所、勤務場所、その他重要な事

項に異動があったとき等には、遅滞なく届け出てください。 

 

５ 連帯保証人変更届（様式第１３号） 

    被貸付者は、連帯保証人が死亡もしくはその他の事情により連帯保証人の資格

を失い、または当法人が不適当と認めてその変更を求めたときは、遅滞なく別の

連帯保証人を立て、印鑑登録証明書及び相応の資力を有することを証明する書類

（市町村が発行する最新の所得・課税・扶養がすべてわかる証明書）を添付して

届け出てください。 

 

６ 業務従事届（様式第１４号）※返還免除となるまでの間、毎年自主的に届け出が必要 

   （初年度のみ介護福祉士登録証の写しまたは社会福祉士登録証の写しを添付） 

    養成施設等を卒業後、県内において介護等の業務に従事しているときは、 

毎年４月３０日現在の状況を５月１０日までに自主的に届け出てください。 

なお、介護等の業務に従事できない状況にある場合は、直ちに当事業団までご連

絡ください。 
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 ７ 未就業者現況届（様式第１５号） 

    修学資金及び実務者研修受講資金の被貸付者は、養成施設等を卒業後、「県内

において介護等の業務に従事している者」以外の方である場合は、４月３０日現

在の状況を５月１０日までに届け出てください。 

 

 ８ 業務従事期間証明書（様式第１６号） 

    被貸付者が業務従事先を変更したときは、「異動（貸付変更）届」ならびに「業

務従事届」及び前職に係る「業務従事期間証明書」を届け出てください。 

 

 ９ 届出のうち、養成施設等に在籍する被貸付者にあっては養成施設を経由して提出 

してください。 

 

 10 その他、詳細については、「長野県介護福祉士修学資金等貸付規程」をご覧くだ 

さい。 

 

※各種書類のダウンロード 

各種書類はホームページよりダウンロードできますので、印刷して 

ご使用ください。郵送をご希望の場合は、当事業団宛に返信用封筒 

をお送りいただければ、必要書類をご郵送します。 

 

https://nagano-swc.com/scholarship-loan/#documents 

  

 

 問合せ先及び各種書類の提出先  

 

住  所 〒３８１－００３４ 

長野県長野市大字高田３６４番地１ 

       社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 

      長野県介護福祉士修学資金等貸付事業 担当者 宛  

E メール shikin@nagano-swc.com 

お問い合わせフォーム 

 
電  話 ０２６－２２８－０３３７ 

（受付時間：平日９：００～１２：００／１３：００～１７：００） 

  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ https://nagano-swc.com/scholarship-loan/介護福祉士修学資金等貸付事業 

 
 

※受付時間外のお問合せはメール・ 

お問い合わせフォームにてお願いします 

 



8 

＜介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付事業に関する Q&Ａ＞ 
 
Q1. 申請する際、貸付を希望する学生が直接事業団に申請書を送っても良いですか。 

A1. 必ず学校を通して申請します。第１期は高等学校、第２期は養成施設で取りまとめて申請してください。 

 

Q2. 第１期と第２期どちらも申請することは可能ですか。 

A2. 申請はいずれか一回のみとなります。 

  

Q3. 申請時に添付する所得の分かる書類は、源泉徴収票でも良いのですか。 

A3. 源泉徴収票では受付できません。必ず市町村が発行する、最新の「所得・課税・扶養がすべてわかる証明書」を

添付してください。  

 

Q4. 住民票は同居している家族全員分のものが必要ですか。 

A4. 必要です。個人番号が記載されていない住民票の原本を添付してください。 

 

Q5. 進学後、一人暮らしをする予定ですが、申請時に住む場所が決まっていません。 

A5. 申請時には現住所をご記入いただき、下宿先が決まり次第学校を通して当事業団へご連絡ください。 

（在学中は全て学校を通してのやり取りになります。）  

なお卒業後、直接ご本人とやり取りをする場合がありますので、申請者欄には必ず申請者本人の連絡先（携帯

等）を記入してください。 

 

Q6. 「介護福祉士【社会福祉士】修学資金」は返さなくても良いのですか。 

A6. 「介護福祉士【社会福祉士】修学資金」は貸付制度（借りるもの）ですので、原則返還が必要になりますが、長

野県内で返還免除対象業務に５年間（過疎地等は３年間）従事することで借り受けた修学資金の返還が免除さ

れます。ただし、退学や退職等により返還免除対象業務に従事しない場合など、返還免除の要件に該当しない

場合には全額返還していただく必要があります。  

 

Q7. 貸付申請をすれば必ず貸付が受けられますか。 

A7. 必ず全員が貸付を受けられるとは限りません。経済状況や学業成績等を踏まえて選考を行い、貸付者を決定します。  

 

Q8. 入学準備金（または就職準備金）のみの申請は可能ですか。 

A8. 入学準備金（または就職準備金）のみの貸付は出来ません。 

 

Q9. 入学準備金は、養成施設入学前に振込まれますか。 

A9. 養成施設に入学し、在学していることが確認されてから７月中旬頃の入金となります。  

 

Q10. 貸付金はどのように入金されますか。 

A10. 初回は６ヶ月分をまとめて入金します。その後は３ヶ月ごとにまとめて入金します。入学準備金は初回、就職

準備金（国家試験受験対策費用）は最終回にあわせて入金します。 

 

Q11. 第１期に申請をし、仮決定通知書【仮決定猶予通知書】が届きました。いつ決定になりますか。 

A11. ①仮決定の場合 …養成施設に入学し、在学していることが確認でき、また、第２期の選考が終了した段階で 

本決定となります。入学が確認できない場合は不承認となる場合があります。 

②仮決定猶予の場合…第 2 期募集とあわせて再選考となります。第 2 期の選考結果により不承認となる場合が 

あります。 

 

Q12. 振込口座はどの金融機関、口座でも良いのですか。 

A12. 金融機関については問いませんが、口座については、必ず被貸付者本人名義の口座で申請してください（保護

者等の口座では受理できません）。なお、支店名の記載がないと振込みが出来ませんので、必ず記載してくだ

さい。  

 

Q13. 連帯保証人は何名必要ですか。また、連帯保証人の要件はありますか。 

A13. 連帯保証人は１名必要です。ただし、被貸付者が未成年の場合は、連帯保証人は法定代理人でなければなりま

せん（成年者であっても 20 歳未満の場合は両親のいずれかであることが望ましいですが、両親でも収入が

ない方は連帯保証人にはなれません。） 

※連帯保証人は、独立の生計を営み（配偶者不可）、相応の資力を有する身元の確実な成年者（市町村の住民

税が課税されている者）でなければなりません。居住地は問いませんが、日本国内に限ります。連帯保証人

は被貸付者と連帯して債務を負担することが求められますので、予め、十分に確認を取ってください。  
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Q14. 病気等により休学することになりました。貸付金はどうなりますか。また、どんな手続きが必要ですか。 

A14. 貸付期間中に休学となった場合は、貸付を停止し、復学後に入金を再開します。「様式第 11 号休学（停学・

復学・退学・卒業）届」を学校経由でご提出ください。  

 

Q15. 進路変更等により退学することを決めました。すぐに返還しなければなりませんか。 

A15. 理由発生日（退学した日）の翌月より返還が必要となります。ただし、在学中である場合には猶予申請を行う

ことで卒業まで返還開始を猶予できることがありますので、ご相談ください。  

 

Q16. 他の奨学金を受けようと思っています。併用は可能ですか。 

A16. 公的な補助金が含まれている他の奨学金や制度との併用貸付けは原則認められませんので、生活福祉資金や母

子・父子・寡婦福祉資金などとの併用はできません。 ただし、以下の奨学金制度等については併用可能です。  

・日本学生支援機構奨学金                       ・高等教育の修学支援新制度（授業料等減免）  

・高等教育の修学支援新制度（給付型奨学金）    ・日本政策金融公庫等その他の教育ローン 

 

Q17. 卒業時に介護福祉士【社会福祉士】資格が取得（登録）できなかった場合にはどうなりますか。 

A17. 就業していても、資格登録がされていない場合には返還免除対象業務の従事期間には算入できません。また、

卒業した日から１年以内に介護福祉士【社会福祉士】資格を取得（登録）が出来ない場合には、全額返還とな

ります。 

①介護福祉士の場合…養成施設卒業後、試験不合格の場合でも介護福祉士登録は可能です。（令和８年度末ま 

での卒業者）速やかに登録してください。  

②社会福祉士の場合…国家試験不合格の場合、別途返還猶予申請が必要になります。速やかに当事業団まで 

ご連絡ください。  

 

Q18. 正社員で就職しないといけませんか。  

A18. 正規・非正規は問いませんが、返還免除となるには月 15 日以上の就業が必要になります。 

  ・5 年 在職期間通算 1,825 日以上、かつ業務従事期間 900 日以上 の就業が必要 

     ・3 年（過疎地域等）在職期間通算 1,095 日以上、かつ業務従事期間 540 日以上 の就業が必要 

 

Q19. 介護福祉士【社会福祉士】資格を取得（登録）しましたが、就職先が決まりません。すぐに返還となりますか。  

A19. 就職活動を理由とした返還猶予が可能です。（卒業翌年度の 1 年間に限る）月 2 回以上の求職活動記録を添付

し「様式第 10 号修学資金等返還猶予申請書」を提出してください。（求職活動記録がない場合は返還猶予が

できませんので全額返還していただきます。）  

なお、就職後は「返還免除対象業務に従事」を理由とした 5 年間の返還猶予申請があらためて必要となり

ます。就職後に「様式第 14 号 業務従事届」とあわせて「様式第 10 号 修学 資金等返還猶予申請書」を提

出してください。（卒業した日から１年間を経過しても返還免除 対象業務に従事できない場合には、全額返還

となります。）  

 

Q20. 働き始めて５年目になりました。返還免除申請書を提出すれば、貸付金は全額返還免除になりますか。  

A20. まる５年間従事する必要があるため、返還免除申請書の提出は６年目に入ってからになります。「様式第 9 号 

修学資金等返還免除申請書」および「様式第 14 号 業務従事届」を該当年度に提出してください。 

 

Q21. 一時的に仕事を休むことになりました。返還となりますか。 

A21. 理由により返還を猶予とすることが出来ますので、事前に当事業団へご連絡ください。なお、休職期間は返還

免除対象業務従事期間には算入されません。「様式第 10 号 修学資金等返還猶予申請書」に添付書類をつけ

て提出してください。  

 

◎添付書類は下記を参照してください。  

産前産後休業  ・従事先の休業証明書（休業期間を必ず記載） 

育児休業 ・出産日の分かるもの（母子手帳の表紙と出産日が記載されているページのコピー等）  

・従事先の休業証明書（休業期間を必ず記載） 

心身の故障等  ・医師の診断書（療養期間を必ず記載） 

※申請した返還猶予期間を待たずに復帰する場合や、返還猶予期間（休業期間）を延長する場合は、再度手続きが必

要になりますので、当事業団に必ずご連絡ください。 
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Q22. 返還免除になるためには５年間働かなければならないということですが、５年間同一の施設でなければいけな

いのですか（転職してはいけないのですか）。  

A22. 介護（もしくは相談援助）等の業務に引き続き就く場合は、転職していただいて構いません。転職される場合

は「様式第 12 号異動届」および「様式第 16 号 業務従事期間証明書」（転職前の職場の証明）「様式第 14 

号 業務従事届」（転職後の職場の証明）を必ずご提出ください。ただし、返還免除対象業務以外に就く場合に

は全額返還となります。（返還手続きが必要なため、速やかに当事業団にご連絡ください。  

 

Q23. 退職して、次の就職先を探しています。返還になりますか。 

A23. 月２回以上の求職活動記録（ハローワークの活動記録等）と「様式第 10 号 修学資金等返還猶予申請書」を

ご提出いただくことで、３ヶ月以内の返還猶予申請をすることが出来ます。なお、退職前の職場にいつまで在

籍していたかの証明が必要ですので、必ず退職する前に職場で「様式第 16 号 業務従事期間証明書」を発行

してもらってください。ただし、次の従事先が返還免除対象業務でなければ全額返還となります。 

 

Q24. 介護職員として就職しましたが、法人の異動命令で介護以外の職種（事務職）に就くことになりました。返還

となりますか。  

A24. 法人都合により介護（もしくは相談援助）の職種で就業できない場合は、返還猶予申請を行うことが出来ます

が、猶予期間中は返還免除対象業務従事期間には算入できません。速やかに返還免除対象業務で就業できるよ

う、法人にご相談いただくとともに、当事業団にご連絡ください。  

 

⇒＜共通 Q＆A＞もお読みください。 

 

＜共通 Q＆A＞  
Q1. 記入する内容を間違えてしまいました。 

A1. 訂正する場合は、修正テープは使用せず二重線と訂正印にて訂正してください。また、消えるボールペン（フリ

クションボールペン）を使用した書類は受理が出来ませんので、必ず消えないボールペンで記入してください。

（内容が経年により消えてしまう可能性があるため） 

 

Q2. 貸付番号が分からなくなってしまいました。 

A2. 当事業団へお問い合わせください。受付時間は平日の 9：00～12：00／13：00～17：00 です。なお、貸

付番号は返還免除または完済まで使用します。メモを取るなどして、大切に保管してください。  

 

Q3. 提出する書類をなくしてしまいました。 

A3. 当事業団のホームページ URL から必要な様式をダウンロード、印刷してご使用ください。 郵送をご希望の場合

は、当事業団宛に返信用封筒をお送りいただければ、必要書類をご郵送します。 

 

Q4. 書類の書き方が分からないので一先ず送っても良いですか。 

A4. 送付前にお問い合わせください。受付時間は平日の 9：00～12：00／13：00～17:00 です。  

 

Q5. 借入金を返還していますが、１ヶ月分振り込むのを忘れてしまいました。 

A5. 翌月に 2 ヶ月分振り込んでください。返還期限を過ぎますと残額に対して延滞利息がかかりますので、期限内

に確実に返還していただくようお願いします。なお、毎月確実にご返還いただくために、月賦均等払いを選択

された方には八十二銀行の自動送金サービスをお勧めしております。 

 

Q6. 結婚し、名前や住所が変わりました。何か手続きは必要ですか。 

A6. 「様式第 12 号 異動届」及び異動を証明する書類をご提出ください。 

※異動を証明する書類は住民票や免許証のコピー（両面）など公的な書類を添付してください。  

 

Q7. 連帯保証人を変更したいのですが、どうすればよいですか。 

A7. 「様式第 13 号 連帯保証人変更届」及び新しく連帯保証人となる方の印鑑登録証明書と市町村が発行する最新

の所得・課税・扶養がすべてわかる証明書（いずれも原本）をご提出ください。 
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長野県介護福祉士修学資金等貸付規程 
 

〔沿革〕 28.4.1 制定 29.3.28 改正 29.5.23 改正 29.6.22 改正 30.3.8 改正 

 31.1.24 改正 2.3.26 改正 2.5.28 改正 2.6.30 改正 2.10.22 改正 

 3.3.11 改正 3.6.8 改正 4.3.10 改正 5.9.14    

（目的） 

第１条 この規程は、長野県内（以下「県内」という。）の福祉・介護人材の育成及び確保並び

に定着を支援するための資金を貸付する事業(以下「貸付事業」という。)について必要な事項

を規定し、修学資金等の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（貸付事業の種類） 

第２条 貸付事業の種類は、次の各号のとおりとする。 

(1) 介護福祉士修学資金貸付事業 

 (2) 介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業 

 (3)  離職した介護人材の再就職準備金貸付事業 

 (4) 社会福祉士修学資金貸付事業 
 

（定義） 

第３条 この規程において「修学資金等」とは、第２条に規定する貸付金をいう。 

２ この規程において「養成施設等」とは、次の各号に掲げる学校又は施設をいう。 

 (1) 介護福祉士養成施設 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号。以下「法」という。）第

40 条第２項第１号から第３号までの規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣

の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設 

 (2) 実務者研修施設 

法第 40 条第２項第５号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は

都道府県知事の指定した養成施設 

 (3) 社会福祉士養成施設 

法第７条第２号又は第３号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学

校又は都道府県知事の指定した養成施設 

３ この規程において「登録」とは、法第 28 条又は法第 42 条に規定する登録をいう。 

４ この規程において「貸付の仮決定」とは、第 10 条第１項の申請書の選考後、養成施設等の

長からの合否報告の後の第８条に規定する選考による決定までの間の決定予約をいう。 

５ この規程において「貸付対象者」とは、第２条に規定する貸付を受けることができる者をい

う。 

 

（介護福祉士修学資金貸付事業） 

第４条 介護福祉士修学資金の貸付対象者は、介護福祉士養成施設に在学し、介護福祉士の資格

の取得を目指す者とする。 

２ 貸付対象者は、次の各号の要件を満たす者とする。 

(1)  原則として県内に住民登録をし、卒業後県内（国立障害者リハビリテーションセンター、
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国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は全国の区域とする。以下同じ。）に

おいて、昭和 63 年２月 12 日社庶第 29 号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設にお

ける業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」

の別添１に定める職種若しくは別添２に定める職種又は当該施設の長の業務(以下「返還免

除対象業務」という。）に従事しようとする者。なお、２以上の都道府県から重複して貸付

を受けることはできないものとする。 

(2) 学業成績が優秀と認められる者又は卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、

介護福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる者で、家庭の経済状況等から貸付

が必要と認められる者。 

３ 前項の規定に関わらず、県内に住民登録はしていないが、県内の介護福祉士養成施設の学生

であって卒業後県内で返還免除対象業務に従事する者及び、介護福祉士養成施設の学生となっ

た年度の前年度に県内に住民登録をしていた者であり、かつ、介護福祉士養成施設での修学の

ために転居をした者であって、卒業後に県内で返還免除対象業務に従事する者については、貸

付対象者とする。 

４ 貸付期間は、介護福祉士養成施設に在学する期間とする。 

５ 貸付額は月額 50,000 円以内とする。だたし、次に定める額を加算することができるものと

する。 

(1) 入学準備金 初回の貸付に限り、200,000 円以内 

(2) 就職準備金 最終回の貸付に限り、200,000 円以内 

(3) 国家試験受験対策費用 卒業年度の貸付に限り 40,000 円以内 

(4) 生活費加算 一月あたり貸付対象者の貸付申請時における年齢及び居住地に対応する区 

分の額を基本として別表に定める額を基本として社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事

長（以下「理事長」という。）が定める額 

６ 前項第２号に定める加算については、就業しながら介護福祉士養成施設通信課程を受講する

場合等の、就職準備の必要がないと認められる者には加算しない。 

７ 第５項第３号に定める加算については、平成 29 年度以降に介護福祉士養成施設を卒業見込

みの者であって、当該卒業年度に介護福祉士国家試験を受験する意思のある者に対して貸付を

行うものとする。 

  ただし、費用については、介護福祉士養成施設が通常の教育課程とは別に実施する又は民間

機関等が実施する介護福祉士の国家試験受験対策講座の受講費、模擬試験の受験料又は参考図

書等の購入費用等の経費に充当するものとする。 

８ 第５項第４号に定める加算については、貸付申請時若しくは介護福祉士養成施設に入学する

時点のいずれかで生活保護受給世帯又はこれに準ずる経済状況にあると都道府県知事が認め

る世帯の構成員である者であって、介護福祉士養成施設に入学し、在学する者が、介護福祉士

養成施設に在学する期間の生活費の一部（以下「生活費加算」という。）として貸付を行うも

のとする。なお、年齢、及び居住地が同一の者に係る加算額は、同一年度において同額とする。 

  ただし、貸付額のうち学費相当分を貸付けずに生活費加算分のみを貸付けることはできない

ものとする。 

（介護福祉士実務者研修受講資金貸付事業） 

第５条 介護福祉士実務者研修受講資金の貸付対象者は、実務者研修施設に在学し介護福祉士の
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資格の取得を目指す者とする。 

２ 貸付対象者の要件は、第４条第２項及び第３項を準用する。 

３ 貸付期間は、実務者研修施設に在学する期間とする。 

４ 貸付額は、200,000 円以内とする。 

５ 前項の貸付額については、実務者研修施設に支払う授業料、実習費及び材料費等の納付金の

ほか参考図書、学用品、交通費及び国家試験の受験手数料等の経費に充当するものとする。 

 

（離職した介護人材の再就職準備金貸付事業） 

第６条 離職した介護人材の再就職準備金（以下「再就職準備金」という。）の貸付対象者は、

介護職としての一定の知識及び経験を有する者とする。 

２ 貸付対象者の要件は、県内に住民登録をしている者又は貸付を受けようとする都道府県に所

在する事業所又は施設に介護職員として就労した者であって、次に掲げる基準の全てを満たす

者とする。 

 (1)  即戦力として期待される介護人材として求められる一定の知識及び経験を有する者と

して認められる次のいずれかに該当する者 

   ア 介護福祉士 

   イ 実務者研修施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者 

   ウ 介護保険法施行規則第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修を修了した者

（介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年厚生労働省令第 25 号）附則

第２条の規定に基づき、介護職員初任者研修を修了したとみなされる者（改正前の介

護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 22 条の 23 第１項に規定する介護

職員基礎研修、１級課程、２級課程を修了した者をいう。）を含む。） 

(2)  前号に掲げる者として、居宅サービス等（介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 23

条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。）を提供する事業所若しくは施設又は第

一号訪問事業（同法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業所をいう。

以下同じ。）若しくは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通所事業をいう。以下同

じ。）を実施する事業所において介護職員その他の主たる業務が介護等（法第２条第２項

に規定する介護等をいう。以下同じ。）の業務である者（以下「介護職員等」という。）と

しての実務経験を１年以上（雇用期間が通算 365 日以上かつ介護等の業務に従事した期間

が 180 日以上）有する者 

(3) 居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若しくは第一号通 

  所事業を実施する事業所に、介護職員等として就労した者若しくは就労を予定している者 

 (4) 直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労する日までの間に、予

め、長野県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録をしている者 

３ 貸付回数は、一人当たり一回限りとする。 

４ 貸付額は、400,000 円と貸付対象者が理事長に提出した再就職準備金利用計画書（様式第 18 

号）（以下「利用計画書」という。）に記載された額のいずれか少ない方の額とし、以下に掲げ

る再就職する際に必要な経費に充当することとする。 

 (1) 子どもの預け先を探す際の活動費 

 (2)  介護に係る軽微な情報収集や学び直しのための講習会参加費、国家試験の受験手数料又
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は参考図書等の購入費 

  (3) 介護職員等として働く際に必要となる靴や訪問介護職員等として利用者の居宅を訪問す

る際に必要となる道具又は当該道具を入れる鞄等の被服費 

 (4) 敷金、礼金又は転居費等転居を伴う場合に必要となる費用 

 (5)  通勤用の自転車又はバイクの購入費 

 (6) その他、理事長が再就職する際に必要となる経費として適当と認める経費 

 

（社会福祉士修学資金貸付事業） 

第７条 社会福祉士修学資金の貸付対象者は、社会福祉士養成施設に在学し社会福祉士の資格取

得を目指す者とする。 

２ 貸付対象者の要件は、第４条第２項及び第３項を準用するものとする。 

３ 貸付期間は、社会福祉士養成施設に在学する期間とする。 

４ 貸付額は月額 50,000 円以内とする。だたし、次に定める額を加算することができるものと

する。 

(1) 入学準備金 初回の貸付に限り、200,000 円以内 

(2) 就職準備金 最終回の貸付に限り、200,000 円以内 

(3) 生活費加算 １月あたり貸付対象者の貸付申請時における年齢及び居住地に対応する区 

分の額を基本として別表に定める額を基本として理事長が定める額 

５ 前項第２号、第３号に定める加算については、第４条第６項及び第８項を準用するものとす

る。 

 

（選考） 

第８条 貸付対象者の選考（第５条及び第６条に規定する貸付対象者は除く。）については、選

考委員会を設置し、これを行うものとする。 

２ 選考委員会の構成及び選考基準については、別に定めるものとする。  

 

（利子） 

第９条 貸付する修学資金等の利子は、無利子とする。 

 

（貸付の申請） 

第 10 条 第４条、第５条及び第７条に規定する修学資金等の貸付対象者は、修学資金等貸付申

請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添え、当該養成施設等又は

高等学校の長を経由して、理事長に提出しなければならない。 

 (1) 申請者と生計を一にする家族の所得証明書（第２項第１号に掲げる期間の申請する場合

にあっては市町村発行の前年分のもの、同項第２号に掲げる期間の申請する場合にあって

は、市町村発行の前々年分のもの） 

 (2) 申請者と生計を一にする家族全員の住民票 

(3) 当該養成施設等の長の推薦状（様式第２号） 

２ 前項に規定する申請書の提出期間は、次のとおりとする。ただし、理事長が必要と認めたと

きは、提出の期間を別に定めることができる。 
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 (1) 第４条及び第７条に規定する貸付対象者 

ア 第１期 当該貸付年度の前年度の 12 月１日から 12 月 28 日までとする 

   イ 第２期 当該貸付年度の４月１日から４月 20 日までとする 

(2) 第５条に規定する貸付対象者 

   当該受講年度の４月１日から３月 31 日までとする 

３ 前項第１号アの場合は、申請書に添付する書類のうち第１項第３号の書類に替えて、 

貸付者が高校生である場合は高等学校の長の推薦状（様式第２号の２）を、高校生以 

外の者は養成施設等への就学意欲、資格取得後における福祉・介護分野での就労意思 

等を記載した書類を提出するものとする。 

４ 生活保護受給世帯等の者で、第４条及び第７条に規定する修学資金の貸付申請につい 

 ては、第１項及び第３項の他に当該貸付申請者の居住地を管轄する福祉事務所長等 

（以下「福祉事務所長」という。）が発行する生活保護受給証明書又は非課税証明書 

等を提出しなければならない。 

 また、生活保護受給の者にあっては、貸付額の生活費加算と生活保護の支給を同時 

に受けることはできないこととする。 

５ 生活保護受給世帯の者の申請を受理した場合は、当該福祉事務所長に当該申請者の

貸付予定額の報告と修学資金貸付に対する意見書（様式第 17 号）の依頼をすること

とする。 

６ 第２項第１号アの申請書を提出した者は、同項第１号イの申請書を提出することができな

いこととする。（家庭の経済状況等に著しい変動があると理事長が認めたときはこの限りでは

ない。） 

第 11 条 第６条に規定する再就職準備金の貸付対象者の申請にあたっては、利用計画書を理事

長に提出しなければならない。 

 

（貸付の仮決定等） 

第 12 条 理事長は、第 10 条第２項第１号アに規定する期間に申請書を受理したときは第８条の

規定による選考を行った上、修学資金の貸付を仮決定するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定により貸付の仮決定をしたときは、その結果を修学資金等貸付仮決定

通知書（様式第３号の２）又は修学資金等貸付不承認決定通知書（様式第４号）により、申請

者に通知することとし、当該養成施設等の長には仮決定を受けた申請者名簿を通知するものと

する。 

３ 養成施設等の長は、理事長に仮決定の申請者の合否の報告をしなければならない。 

 

（貸付の決定等） 

第 13 条 理事長は、第 12 条に規定する仮決定の申請者の合格の報告を受理したとき、また第

10 条第２項第２号イに規定する期間に申請書を受理したときは、第８条の規定による選考を

行った上、修学資金の貸付を決定するものとする。ただし、第５条に規定する貸付対象者の申

請書及び第 11 条に規定する利用計画書を受理したときは、予算の範囲内で理事長が貸付を決

定するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定により貸付の決定をしたときは、その結果を、修学資金等貸付決定通

知書（様式第３号）又は修学資金等貸付不承認決定通知書（様式第４号又は第４号の２）によ
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り、第４条、第５条及び第７条に規定する者は当該養成施設等の長を経由（第 11 条に規定す

る申請者を除く。）して申請者に通知するものとする。また、第６条に規定する者にあっては

申請者に直接通知するものとする。 

また、福祉事務所長に対し、生活保護受給世帯の申請者に対する貸付の可否について

通知するものとする。 

３ 修学資金等の貸付決定通知書を受けた者は、遅滞なく、修学資金等振込依頼及び連帯保証人

届（様式第５号）及び誓約書（様式第６号）を、第４条、第５条及び第７条に規定する者は当

該養成施設等の長を経由して理事長に提出しなければならない。また、第６条に規定する者に

あっては直接理事長に提出することとする。 

４ 生活保護受給世帯の者で、第４条及び第７条に規定する修学資金の貸付決定を受けた者

については、前項の提出書類のほか、福祉事務所長が発行する保護変更決定通知書（写）

等を理事長に提出しなければならない。 

 

（連帯保証人） 

第 14 条 修学資金等の貸付対象者は、１名の連帯保証人を立てなければならない。なお、貸付

対象者が未成年者である場合、連帯保証人は法定代理人でなければならないものとする。 

２ 法定代理人以外の連帯保証人は、独立の生計を営み相応の資力を有する身元の確実な成年者

（市町村の住民税が課税されている者）でなければならない。 

３ 第１項の規定に関わらず、連帯保証人が法人の場合、連帯保証人は１名とすることができる。

なお、連帯保証人となることができる法人は次のいずれかの法人とする。 

 (1) 貸付対象者が在学する養成施設を運営する法人 

 (2) 貸付対象者の就労先（内定先を含む）を運営する法人 

 (3) その他理事長が適切と認める法人 

４ 連帯保証人は、貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 

５ 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届（様式第 13 号）により理事長の

承認を受けなければならない。 

 

（修学資金の交付） 

第 15 条 理事長は、第 13 条第３項の規定による振込依頼及び連帯保証人届に記載された金融機

関に、第４条及び第７条に規定する者にあっては四半期ごとの最初の月に修学資金の３か月分

を、第５条及び第６条に規定する者にあっては同届の確認後理事長が適当と認めた日に全額を、

振込むものとする。 

ただし、特別の事情があるときは、変更をすることができる。 

 

（貸付契約の解除） 

第 16 条 理事長は、貸付を受けている者（以下「被貸付者」という。）が次の各号の一に該当す

るに至ったと認めるとき、又は被貸付者が修学資金等の貸付契約の解除を申し出たときは、そ

の契約を解除するものとする。 

 (1) 不正の手段により貸付の決定を受けていたとき 

 (2)  貸付に必要な書類の提出が滞ったとき 
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 (3) 退学したとき 

 (4) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき 

 (5) 学業成績が著しく不良になったとき 

 (6) 死亡したとき 

 (7) 修学資金等の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

 (8) その他この規程に違反したとき 

２ 理事長は、前項の規定により修学資金等の貸付の契約を解除したときは、被貸付者及び当該

養成施設等に対して通知するものとする。 

 

（貸付の休止） 

第 17 条 理事長は、第４条及び第７条に規定する被貸付者が休学し、又は停学の処分を受けた

ときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分

まで修学資金の貸付を休止する。この場合において、これらの月の分として、すでに貸付され

た修学資金があるときは、その分の修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以

降の分として貸し付けされたものとみなす。 

 

（借用証書の提出） 

第 18 条 第４条、第５条及び第７条に規定する被貸付者については当該養成施設等を卒業する

日にあってはその卒業する日までに、貸付契約を解除された場合にあっては解除された日から、

また、第６条に規定する被貸付者については貸付を受けた日からそれぞれ 14 日以内に、修学

資金等借用証書（様式第７号）を、当該養成施設等の長を経由（第６条に規定する貸付対象者

は除く。）して、理事長に提出しなければならない。なお、第６条に定める被貸付者にあって

は直接理事長に提出するものとする。 

 

（返還債務の当然免除） 

第 19 条 理事長は、被貸付者が次の各号に該当するに至ったときは、貸付額に係る返還の債務

を免除するものとする。 

(1) 第４条及び第７条に規定する被貸付者 

  ア 養成施設等を卒業した日から１年以内に介護福祉士又は社会福祉士（以下「介護福祉士

等」という。）の登録を行い、県内において返還免除対象業務に従事し、かつ、介護福祉

士等の登録日と当該返還免除対象業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、５

年（過疎地域、離島及び中山間地域等（返還免除対象業務に従事する時点の厚生労働大臣

が定める中山間地域等の地域（平成 21 年３月 13 日厚生労働省告示第 83 号）第２号に規

定する区域をいう。）において返還免除対象業務に従事した場合又は中高年離職者（入学

時に 45 歳以上の者であって、離職して２年以内の者をいう。）が返還免除対象業務に従事

した場合は３年）（以下「返還免除対象期間」という。）の間、引き続きこれらの業務に従

事したとき。 

     ただし、法人における人事異動等により、貸付を受けたものの意志によらず、県外にお

いて返還免除対象業務に従事した期間については、返還免除対象期間に算入することとす

る。 
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     また、返還免除対象業務に従事後、他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、

その他やむを得ない事由により返還免除対象業務に従事できない期間が生じた場合は、返

還免除対象期間には算入しないものとするが、引き続き、返還免除対象業務に従事してい

るものとして取り扱うこととする。 

イ  返還免除対象期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障の

ため返還免除対象業務に継続して従事することができなくなったとき。 

(2) 第５条に規定する被貸付者 

   ア  実務者研修施設を卒業した日（実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従

事する期間が３年に達していない場合にあっては、介護等の業務に従事する期間が３年に

達した日とする。以下同じ。）から１年以内に介護福祉士の登録を行い、県内において、

返還免除対象業務に従事し、かつ、介護福祉士の登録日と当該返還免除対象業務に従事し

た日のいずれか遅い日の属する月以降、２年の間引き続きこれらの業務に従事したとき。 

     なお、法人における人事異動等又は他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、

その他やむを得ない事由により返還免除対象業務に従事できなかった場合の取り扱いは

前号と同様とする。 

   イ  返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起

因する心身の故障のため返還免除対象業務に継続して従事することができなくなったと

き。 

(3) 第６条に規定する被貸付者 

   ア 第６条第２項第３号の介護職員等として就労した日から、県内において、２年の間引き

続き介護職員等の業務に従事したとき。 

     なお、法人における人事異動等又は他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、

その他やむを得ない事由により介護職員等の業務に従事できなかった場合の取り扱いは

第１号と同様とする。 

   イ 介護職員等として従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因

する心身の故障のため介護職員等として継続して従事することができなくなったとき。 

２ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国 

家試験に合格できなかった場合（介護福祉士実務者研修受講資金又は社会福祉士修学資金の貸 

付を受けた場合に限る。）であって、理事長が本人の申請に基づき次年度の国家試験を受験し、 

合格する意志があると認めた場合、前項第１号（社会福祉士修学資金の貸付を受けた場合に限 

る。）及び第２号において規定する「卒業した日」を、「国家試験に合格した日」と読み替える 

こととする。 

３ 第１項第１号に規定する返還免除対象期間及び第１項第２号及び第３号の２年の計算につ

いては、次の方法によるものとする。 

 (1) ５年 在職期間が通算 1,825 日以上であり、かつ、業務に従事した期間が 900 日以上 

 (2) ３年 在職期間が通算 1,095 日以上であり、かつ、業務に従事した期間が 540 日以上 

 (3) ２年 在職期間が通算 730 日以上であり、かつ、業務に従事した期間が 360 日以上 

なお、ホームヘルパー・家政婦等の業務に従事した者の返還債務の免除にあっては、市町

村及び有料職業紹介所等の登録機関を含めて差し支えないものとし、同時に２以上の市町村

等において業務に従事した期間は、１の期間として計算し、通算しないものとする。 
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４ 前各項の規定により修学資金等の返還免除を受けようとする場合、修学資金等返還免除申請

書（様式第９号）に必要な書類を添付して理事長に提出しなければならない。 

５ 理事長は、前項の規定による免除の申請があったときは、当該免除の申請について承認又は

不承認を決定した旨を通知するものとする。 

 

（返還） 

第 20 条 被貸付者が、次の各号に該当する場合（他種の養成施設等における修学、災害、疾病、

負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、第４条及び第７条に規定する者に

あってはその日の属する月の翌月から起算して貸付を受けた期間の２倍に相当する期間内に、

第５条及び第６条に規定する者にあってはその日の属する月の翌月から起算して１年以内に、

修学資金等を返還しなければならない。 

(1) 第 16 条第１項の規定により、修学資金等の貸付契約が解除されたとき。 

(2) 介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設を卒業した日若しくは実務者研修施設を卒

業した日から１年以内に介護福祉士等として登録せず、又は県内において返還免除対象業

務に従事しなかったとき。 

(3) 県内において返還免除対象業務（離職した介護人材の再就職準備金貸付事業の貸付を受

けたものにあっては介護職員等の業務）に従事する意思を有しなくなったとき。 

(4) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

２ 前項の規定により修学資金等を返還する者は、その事由が発生した日から 14 日以内に、修

学資金等返還届（様式第８号）を、理事長に提出しなければならない。 

３ 修学資金等の返還は、月賦均等払い又は半年賦均等払いの方法によるものとする。ただし、

繰り上げて返還することを妨げない。 

４ 修学資金等の返還は、原則として指定日に指定の口座へ振込の方法で行うものとする。 

 

（返還の猶予） 

第 21 条 理事長は、被貸付者が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する

期間、修学資金等の返還を当然猶予するものとする。 

(1) 修学資金等の貸付契約が解除された後も引き続き貸付決定時に在学していた養成施設等

に在学しているとき。 

(2) 貸付決定時に在学していた養成施設等を卒業後、引き続き、他種の養成施設等において

修学しているとき。 

２ 理事長は、被貸付者が次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続してい

る期間、履行期限の到来していない修学資金等の返還を裁量猶予できるものとする。 

(1) 県内で返還免除対象業務又は介護職員等の業務に従事しているとき。 

(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

３ 前二項の規定により修学資金等の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金等

返還猶予申請書（様式第 10 号）に必要な書類を添付して理事長に提出しなければならない。 

４ 理事長は、前項の規定による猶予の申請があったときは、当該猶予の申請について承認又は

不承認を決定した旨を通知するものとする。 

５ 理事長は、修学資金等の返還債務の履行の猶予を受けた者が、第１項及び第２項各号に掲げ
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る事由に該当しなくなったと認めるときは、返還債務の履行猶予の決定を取り消すものとする。 

 

（返還の裁量免除） 

第 22 条 理事長は、被貸付者が次の各号に該当するに至ったときは、貸付額（既に返還 

を受けた金額を除く。）に係る返還の債務の一部又は全部を当該各号に定める範囲内において

免除できるものとする。 

 (1) 死亡し、又は障害により貸付を受けた貸付額を返還することができなくなったとき  

返還の債務の額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部。 

(2)  長期間所在不明となっている場合等、貸付額を返還させることが困難であると認められ

る場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経過したとき    

返還の債務の額の全部又は一部。 

(3) 県内において貸付を受けた期間（介護福祉士実務者研修受講資金及び再就職準備金につ

いては１年）以上、第 19 条の返還免除対象業務（再就職準備金については介護職員等の業

務）に従事したとき 返還の債務の額の一部。 

 

（延滞利子） 

第 23 条 理事長は、被貸付者が正当な理由がなく貸付額を返還期限までに返還しなかったとき

は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に応じ年３

パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。なお、令和２年３月 31 日以前

の期間の契約に対応する返還すべき額の計算については、なお従前の例によることとする。 

  ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要す

る費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないこと

ができる。 

 

（届出の義務） 

第 24 条 第４条、第５条及び第７条に規定する被貸付者又は当該連帯保証人は、被貸付者が休

学、停学、復学、退学若しくは卒業したとき、又は修学資金等の貸付を辞退するときは、遅滞

なくその旨を休学（停学・復学・退学・卒業）届・修学資金辞退届（様式第 11 号）により、

当該養成施設等の長を経由して、遅滞なく理事長に届け出なければならない。 

２ 被貸付者又は連帯保証人は、修学資金等返還前に本人の氏名、住所、勤務場所その他重要な

事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を異動（貸付変更）届（様式第 12 号）により理

事長に届け出なければならない。 

第 25 条 第４条、第５条及び第７条に規定する被貸付者（第 21 条の規定により修学資金等の返

還債務の履行の猶予を受けている者を除く。以下同じ。）は養成施設等を卒業した日の属する

年の４月 30 日現在の就業の状況について同年５月 10 日までに、第６条に規定する被貸付者は

就業を開始した日から 30 日以内に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を理

事長に提出しなければならない。 

(1) 県内において返還免除対象業務及び介護職員等の業務（以下「返還免除対象業務等」 

という。)に従事している者であるとき業務従事届（様式第 14 号） 

 (2) 前号に該当する者以外の者であるとき未就業者現況届（様式第 15 号） 
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２ 前項第２号に該当する者が、県内において返還免除対象業務等に従事することとなったとき

は、速やかに前項第１号に規定する業務従事届を理事長に届け出なければならない。 

３ 第４条、第５条及び第７条に規定する被貸付者が養成施設等を卒業した日及び第６条に規定

する被貸付者が就業を開始した日の属する年の翌年以降、引き続き県内において返還免除対象

業務等に従事しているときは、返還債務が免除されるまでの間、毎年４月 30 日現在の就業の

状況について、その年の５月 10 日までに第１項第１号に規定する業務従事届を理事長に届け

出なければならない。 

４ 被貸付者が業務従事先を変更したときは、第 24 条第２項の規定による異動（貸付変更）届

並びに前項の規定による業務従事届及び前職に係る業務従事期間証明書（様式第 16 号）を理

事長に提出しなければならない。  

 

（養成施設等の協力） 

第 26 条 理事長は、第４条、第５条及び第７条に規定する被貸付者が所属する養成施設等の長

に対し、次の各号の事務について協力を求めるものとする。 

 (1) 学生に対し制度の周知を図ること 

 (2) 提出前の申請書等をとりまとめること 

 (3) 貸付決定等を学生に伝達すること 

 (4) 被貸付者の退学、休学、停学、復学、留年、学業不振並びに在学中の死亡、心身の故障

について遅滞なく理事長に通知すること 

 (5) 被貸付者に対し、在学中及び卒業時において各種届出の指導を行うこと 

 (6) その他理事長の求めに応じて、必要な情報を提供すること 

 

（実施細目） 

第 27 条 この規程に定めるもののほか、貸付事業に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

（別表） （第４条、第７条関係） 

(単位：円) 

年齢 
級地区分 

１級地-１ １級地-２ ２級地-１ ２級地-２ ３級地-１ ３級地-２ 

19 歳以下 42,080 40,190 38,290 36,400 34,510 32,610 

20～40 40,270 38,460 36,650 34,830 33,020 31,210 

41～59 38,180 36,460 34,740 33,030 31,310 29,590 

60～69 36,100 34,480 32,850 31,230 29,600 27,980 

70 歳以上 32,340 31,120 29,430 28,300 26,520 25,510 

 ※級地区分の適用地域については、「生活保護法による保護の基準（昭和 38 年厚生省告示第

158 号）」に準ずる。 
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附 則 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 
 

附 則 

この規程は、平成 29 年３月 28 日に改正し、平成 28 年 10 月 11 日から適用する。 
 

附 則 

この規程は、平成 29 年５月 23 日に改正し、平成 29 年４月１日から適用する。 
  

附 則 

この規程は、平成 29 年６月 22 日に改正し、平成 29 年５月 25 日から適用する。 
  

附 則 

この規程は、平成 30 年３月８日から施行し、平成 30 年２月１日から適用する。 
 

附 則 

この規程は、平成 31 年１月 24 日から施行する。 
 

附 則 

この規程は、令和２年４月 1 日から施行する。 

 

 附 則 

この規程は、令和２年５月 28 日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和２年６月 30 日から施行し、令和２年６月 15 日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和２年 10 月 22 日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年６月８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和４年４月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和５年９月１４日から施行し、第１９条、２０条、２１条、２２条は令和５年

４月１日から適用する。ただし、第１４条は令和６年４月１日から適用とする。 
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長野県介護福祉士修学資金等貸付事業と高等教育の修学支援新制度の併用について 

 

 

１ 高等教育の修学支援新制度における「授業料等減免」との併用について 

 授業料等減免の支援対象となる学生が、介護福祉士修学資金等貸付事業の貸付を希望する場合、授

業料等減免の支援対象となる大学等において、学則に定める授業料、入学金から個々の所得要件（注 1）

に応じた減免の上限額を差し引き、減免後も自己負担が生じる場合に限り、 

（１）授業料について 

授業料の自己負担額の範囲において、介護福祉士修学資金等の貸付「月額 50,000 円」を上限に

貸付可能 

（２）入学金について 

入学金の自己負担額の範囲において、介護福祉士修学資金等の貸付における加算「入学準備金

200,000 円（初回貸付に限る）」を上限に貸付可能 

 

（注１）令和７年度より多子世帯については所得要件が撤廃 

 

２ 高等教育の修学支援新制度における「給付型奨学金」との併用について 

 給付型奨学金は、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう

具体的な使途を問わず措置されるものであるため、給付型奨学金の支援対象となる学生については、

介護福祉士修学資金等の貸付における加算「生活費加算」は、給付型奨学金と支援内容が重複するこ

とから、貸付対象外とする。 

 

【参考】 

 

 介護福祉士修学資金等貸付事業 

高等教育の修学支援新制度 修学資金 入学準備金 

授業料等減免 △（差額支給） △（差額支給） 

給付型奨学金   

 

 

 介護福祉士修学資金等貸付事業 

高等教育の修学支援新制度 国家試験受験対策費用 就職準備金 生活費加算 

授業料等減免    

給付型奨学金 〇（併用可） 〇（併用可） ×（併用不可） 

 

※ 授業料等減免及び給付型奨学金は支給要件が同じであることから、どちらか一方ではなく、併せ

て支援を受けることを想定している。 


